
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




1 
 


農地中間管理機構（仮称）について 
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秋山咲恵 


佐藤康博 


 


 


 


１． はじめに 


「日本再興戦略」では、農業を成長分野として位置づけ、農業・農村の所得を倍増


させることを目標とし、農業の大規模化、農産品・食品の輸出拡大、6 次産業化といっ


た取り組みを推進することとしている。 


この際、農業を生産者サイドではなく消費者サイドに立つことにより、マーケットイン


の発想を生かし競争力を向上させ、経営力のある農業の担い手を増やす必要がある。


このためには、過去の施策から「制度のみの導入で運営が骨抜き」となってはならない、


「既得権益者のみで決めてはいけない」ことを学ぶとともに、具体的に、以下の 6 点の


課題に取り組んでいく必要がある。 


（１） 農地が集約化され、経営力のある担い手に利用される。 


（２） 産業界の有する技術や販売力等を農業に活用する。 


（３） 農業の 6 次産業化を推進し、付加価値の増加を図る。 


（４） 高付加価値の産品の輸出を促進する。 


（５） 戦略的に産官学の国レベルでの連携を図る。 


（６） 現行の制度・補助金等を総点検する。 


 


今回検討する農地中間管理機構（以下、「機構」という。）は、上記（１）の課題への


鍵となる対応策であり、日本の農業の強化に意欲を持つ、全ての関係者の力をこの機


構の活動に動員できるものにする必要がある。 


機構のスキームの策定及び制度の運用に当たっては、この機構の活用によって、


以下を実現する。 


① 集約化された農地を活用して農業を営もうとする受け手（借り手）の情報を集


め、 


② 優良農地が機構に貸し出され、 


③ 機構により、農地が集積・大規模化され、農地の有効利用が進み、 


④ 上記②及び③の結果として、農業の生産性の向上を図る。 


これにより、民間活力の利活用を促し農業分野のイノベーションを起こすとともに、そ


れを、財政コストを最小化して実施するよう、以下の各点について十分に留意する必


要がある。 


 


資料２ 
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２． 留意事項 


(1) 政策及び機構の目的 


・ 機構の設置によって、上記１．①～④の結果として農家の所得を向上させるこ


とが目的である。これらのキーワードを、法律において、政策目的・機構の目


的・機構の責務として、明確に打ち出す。 


・ 一方、生産性の向上につながらない業務を機構は行うべきではなく、機構が


専ら耕作放棄地対策として用いられることのないよう留意する。 


 


(2) 農地の借入・集積等 


・ 機構は農地の借入に際しては、まず、農地の受け手のニーズ調査を行うなどし


て、受け手のニーズに合った農地を借入れ、それらを集約する。借受け後、最


長１年以内に借受けた農地が貸し付けられない場合には、賃貸借契約を解除


し、農地が滞留することがないよう必要な措置を講ずる。 


・ 農地の流動化を図るために人・農地プランに基づく話し合いは農地の分散錯


圃解消のための有効な手段の一つであると考えられ、機構の農地引受けのプ


ランの策定および情報収集にのみ活用する。 


・ 耕作放棄地を借入れる場合は、農地として再生した後、貸付けの見込みがあ


るところに限定する。すなわち、本機構は、耕作放棄地対策として創設されるも


のではない。 


・ 機構の農地集約の手法として、賃貸、売買及び信託（再信託）を規定する。 


・ 基盤整備は受け手が決まってから行い、適切な受益者負担を求める。ただし、


当初 3 年程度は、受け手へのインセンティブ措置として、農業土木事業におけ


る現行 15%の受益者負担割合を軽減し、集約化された農地の借り手を増やす


べく一気に助長していく。 


 


(3) 機構の業務運営・ガバナンス 


① 機構の業務運営方法 


・ 農地の賃借料は、経済合理性に基づき設定し、その設定基準・方法等につい


て透明性の確保を行う。 


・ 業務運営に当たっては、信託、不動産業者、都市プランナー等の民間活力を


活用する。一方、受け手希望者との交渉等の業務の利害関係者への委託は


行わない。 


・ 機構は業務委託先を直接コントロールし、その結果について責任を負う。 


・ 6 次産業化による農村所得の向上に向けて、一次産業と二次・三次産業の間


で分断されているバリューチェーンの連結を図ることが必要であり、農林漁業


成長産業支援機構（A-FIVE）との連携を明示する。 


・ また、本機構の貸出しする農地は、6 次産業化に資する加工・流通施設等の


用地にも利活用できるようにする。 
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② 機構のガバナンス 


・ 都道府県ごとに事後検証可能な農地集約化の目標に係る計画（例えば、担い


手あたりの農地面積、担い手への貸付けや担い手による農地の利用の割合な


ど）を毎年策定し、KPI として示すとともに、機構と共有し、それに基づく明確な


責任体制を構築する。なお、当然のことながら、本機構の目的達成や収益管


理に係る責任は都道府県、すなわち本機構の役員の任命権を有する知事が


負う。このため、農林水産業・地域の活力創造本部の指名に基づき、第三者


機関による客観的な評価を毎年実施し、その評価結果を毎年公表するととも


に、農林水産省が優良事例の横展開を図り、本機構の設立目的達成への責


任を国として果たしていく。また、その結果を、国として地方自治体への予算


措置に反映させる。 


・ 機構のガバナンスは階層化・重複を避け、明確な責任体制とすべきである。 


・ 機構の役員の任命・解任の権限、手続き等を明確化する。 


・ 機構は、農地の滞留状況や滞留期間などの情報公開を行う。 


・ 機構の業務運営に関する相談窓口を設ける。 


・ 機構の業務運営にかかる費用については、適切な地方負担を求め、関係者


が責任とコスト意識を持った上で、創意工夫を凝らす制度とする。 


 


(4) 生産性の高く経営力のある担い手への貸付け等 


・ 機構は農業への新規参入の促進を図る観点から、農地の貸付けに関するあら


ゆる場面で新規参入者が既存の営農者と公平・公正な条件で競争できるよう


取り扱うべきである。そのために、以下のような対応を行う。 


◇機構及び委託先は新規参入希望者の情報を幅広く収集する。 


◇人・農地プランは、機構の農地引き受け及び情報収集に活用し、貸付先の


決定は公平・公正に行い、新規参入が阻害されることのないようにする。 


◇農地の貸付けに当たっては必ず公募を行うものとする。 


◇新規参入者等が農地に関する情報にアクセスできるよう、農地に関する情報


を早急に整備・公表する。その際、農業委員会、土地改良区等の関係機関


が所有する情報を順次一元化する。 


・ 経営力のある担い手が農地を借受けできるようにすべく、機構は農地の貸付け


基準を明確化し公表するとともに、事後の説明責任を果たし、透明性の確保を


行う。 


・ 機構から担い手への農地の貸し付けにおいては、10 年以上を目途として、持


続性のある農業経営を可能とする賃借期間を設定する。 


 


(5) 既存の政策との整合性等 


・ 農地集約の迅速化の観点から、機構を活用するスキームにおいて、農業委員


会の許可を不要とするとともに、今後、農業委員会のあり方について検討が行


われ結論が得られたた場合には、それに従って必要な見直しを行う。 
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・ その他、農地の集約・大規模化の阻害要因となりうる制度・運用等が判明した


場合には、直ちに見直しに着手する。 


・ また、全国的な制度運用を実施するものの、まずは、モデル地区を定め、早期


に成功事例を構築することを検討する。 


 


以 上 


 


 








 1  


農地中間管理機構（仮称）の創設に関する規制改革会議の意見骨子 


 


 １．全体の仕組みについて 


○担い手への農地集積を実現するため、国主導の下に各都道府県が事業計画を立案する


こととし、国は、各都道府県の事業計画の実施状況を定期的に評価し、都道府県や機


構に対して事業計画の見直しや事業実施方針の是正を指示できる仕組みとすべき。 


○都道府県が機構を指定するにあたっては、新制度を担うに相応しい体制を有する法人


を指定し、経営に精通した者を役員に登用すべき。 


○市町村は、機構の機能の補完的役割を期待されていることを踏まえ、機構の活動を支


える交渉の実務等に専心的に携わる者を置くべき。 


○農地利用集積円滑化団体等既存の制度の整理・合理化を図るべき。 


２．機構の農地の借受けについて 


○利用されない農地に国費が投入されるリスクを最小限にするため、貸付先が未定とし


て機構が管理することとなる農地について面積の上限を設けるべき。 


 ○耕作放棄地の解消策等を検討するにあたっては、農地の所有者自らが農地を適正に利


用する責務を自覚するための厳正な対処を基本とし、耕作放棄地に対する農地集積協


力金等の交付は厳に慎むべき。 


３．機構の農地の貸付けについて 


○公正な貸付けルールを明確に規定するとともに、貸付けプロセス全体が進行段階に応


じて公表される仕組みとすべき。 


○如何なる借受け候補者に対しても、公募は必須とすべき。 


 ○貸付けを受けることのできなかった者に配慮した紛争解決手続を設けるべき。 


４．機構の組織について 


○運営委員会の在り方を抜本的に見直し、これに代えて、機構の職務執行を監視・監督


する機関を設置すべき。 


 ○機構の業務委託については、職務執行の中立性に疑念を持たれないよう、公正に業務


を遂行できる者が委託先として選定される基準を定めるとともに、選定手法として入


札も念頭に置かれるべき。 


５．人・農地プランについて 


○人・農地プランの現時点での法制化は不適当であり、かつ、人・農地プランをそのま


ま農地利用配分計画の作成や認可に用いることのないようにすべき。 


○人・農地プラン策定のための協議の日時・場所等を広く周知するなど、地域外・農外


関係者に対して協議への参加機会を確保するための措置を講じるべき。 


６．制度の充実に向けた環境整備について 


○農地台帳等の整備、成功事例の横展開等、新規参入を促進する環境整備を図るべき。 


７．今後の課題について 


○農地制度における農業委員会の機能及び組織のあり方や農業振興、農業者及び消費者


のために真に農協が担う役割について、早急に検討を開始すべき。 


○更なる農地の流動化・適正利用を促進する観点から、農業に係る補助金のあり方につ


いて抜本的見直しが行われるべき。 


資料３ 
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農地中間管理機構（仮称）の創設に関する規制改革会議の意見 


 


平成 25 年９月 19 日 


 


規制改革会議に対して農林水産省から説明のあった「農地中間管理機構の制度設計


の考え方（検討の方向）」に対し、規制改革会議として以下の意見を述べる。 


 


農業従事者の高齢化等の現下の農業を巡る深刻な環境を踏まえれば、今回の農地中


間管理機構の創設は、国民の期待に応える農業改革のラストチャンスである。 


競争力ある農業、魅力ある農業、農業の成長産業化を実現するためには、国、都道


府県及び市町村それぞれの権限と責任を明確にし、役割分担を明らかにしたうえで、


関係者が目標と政策課題を共有し、新規参入者を含め地域が一体となり、意欲ある多


様な担い手への農地集積と集約化を公平・公正に促進していくことが重要である。 


政府においては、こうした基本的考え方に立って、農地を集約し大規模な生産性の


高い農業を実現すること、新規参入の促進を図ること等を目指した農地中間管理機構


（以下「機構」という。）の制度化を図るべきである。 


その際には、以下の諸点を実行し、併せて業務執行の効率性、財政の健全性及び執


行手続の透明性の確保に十分留意すべきである。 


 


１．全体の仕組みについて 


（１）国、都道府県及び機構の権限と責任の明確化 


日本再興戦略で掲げた、今後 10 年間で全農地面積の８割の担い手による利用、


そのための 140 万ヘクタールに及ぶ農地の権利を担い手に集積させるという政策


目標を実現するため、国は都道府県の自主的な取組に任せるのではなく、国の主


導の下に各都道府県が事業計画を立案することとすべきである。また、国と都道


府県とのコスト分担の在り方についても検討すべきである。 


更に、国は、各都道府県の事業計画の実施状況を定期的に評価し公表するとと


もに、国としての政策目標の達成に向け事業が順調に進捗していないと判断され


る場合には、都道府県や機構に対して事業計画の見直しや事業実施方針の是正を


指示できる仕組みとすべきである。 


また、国費を投入する以上は、その費用対効果を明らかにするためにも、事業


実施における PDCA サイクルを実現する必要がある。このため、機構の財務諸表を


作成・公表するとともに、農地の集積・集約効果を国民が確認できる仕組みとす


べきである。 


 


（２）機構の機能にふさわしい体制 


上記の政策目標達成を担う機構は、極めて重要な機関である。これまで各都道


府県に設置されてきた農地保有合理化法人の体制は、地域によって、その人員規


模や役職員構成が大きく異なっているうえ、農地の集積・集約促進を担うには適


材適所になっていないものも見受けられる。 
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特に、これまで農地保有合理化法人が十分な政策効果を上げることができず、


今般、新たに機構の創設が検討をされている経緯を踏まえれば、既存の農地保有


合理化法人の体制に抜本的な見直しを加えず、組織の骨格を踏襲することは許さ


れない。 


都道府県が機構を指定するにあたっては、国の政策目標及び都道府県の事業計


画の実現を担うに相応しい体制を有した法人が指定されるよう、国として明確な


基準を定めるべきである。 


基準を定めるに際しては、経営に精通した者を役員に登用する等、新規参入者


の意向も反映しつつ、効率的・効果的な事業運営の実現を視野に入れるべきであ


る。 


また、市町村は、農地利用配分計画の原案作成について機構から特別に委託を


受けることができるなど機構の機能を補完する役割が強く期待されている。市町


村は、農業を巡る深刻な状況に対する危機感を共有し、機構の活動を支援するた


め、各地域における諸事情に配慮しながら、農地の借受け・貸付け等に関して地


域の農業者の間を奔走し、交渉の実務等に専心的に携わる者を置くこととすべき


である。 


 


（３）既存の制度の整理・合理化 


農地の集積・集約を促進する観点からは、その機能を担う者が重複して存在す


ることは合理的でない。上記のとおり既に都道府県に設置されてきた農地保有合


理化法人の制度は廃止するとともに、市町村に設けられた農地利用集積円滑化団


体等については、新たに設置される機構との役割の明確化を図り、組織や機能の


重複するものについては廃止も含め整理・合理化を図るべきである。 


 


２．機構の農地の借受けについて 


 （１）事業目的に資する農地の借受け 


機構は、当該地域の農地の利用（貸付を受けること）を希望する者の状況等を


考慮し、機構の事業目的に資するように、貸主からの借受け農地の選定や期間の


設定を行うべきである。 


また、利用されない農地が滞留し、これに国費が投入されるリスクを最小限に


する必要があることから、機構からの貸付先が未定のまま機構が管理することと


なる農地について面積の上限を設けるなどの措置を講じることとすべきである。 


更に、現在の検討案にある、機構が借入れを行わない場合、あるいは貸主と機


構との間の賃貸借契約を解除し得る場合の基準及び圃場整備対象とする農地の基


準が必ずしも明らかになっていないので、これを明確にすべきである。 


 


 （２）貸主に対する財政的措置の在り方 


  農地法の規定の趣旨を踏まえ、真摯に農地の整備に取り組む農業者との間で、


大きな不公平感・モラルハザードを生じさせないようにすべきであり、また、耕
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作放棄地の解消策等を検討するに当たっては、農地の所有者自らが農地の適正な


利用を確保する責務を自覚するための厳正な対処を基本とし、その手法について


検討を進めるべきである。 


  こうした見地からは、機構に対して耕作放棄地を貸し出すこととなる貸主に対


して、農地集積協力金（経営転換協力金・分散錯圃解消協力金）等の補助金を交


付することは、厳に慎むべきである。 


  また、機構が貸主に農地を返還する場合、返還時点における増加額等の有益費


については、民法の原則に基づいて、貸主は機構に返還しなければならないこと


とすべきである。 


 


３．機構の農地の貸付けについて 


機構が貸付先を決定する公正な貸付けルールを明確に規定するとともに、貸付


けプロセス全体が進行段階に応じて公表される仕組みとすべきである。 


特に、現在の検討案では、農地利用配分計画の作成に当たり機構から貸付けを


受けることを希望する者を公募することとされているが、公正・透明かつ実効性


ある公募の実施は必須のものとすべきであり、認定農業者、中心経営体等も応募


することを通じて、新規参入者を含めた他の応募者と同等の立場で貸付けを受け


ることができることとすべきである。なお、機構が貸付先を選定するに当たって


は、現に実績のある意欲的な担い手の規模拡大に係る取組を阻害しないよう十分


配慮されるべきである。 


また、機構から貸付けを受ける際の農地のリース料について、既存の農業者と


新規参入者とは公平に扱われるべきであり、新規参入者に対して過重な負担を求


めることのないよう近隣相場を加味した水準とするためのルールを整備すべきで


ある。 


新規参入を見込むことが困難な地域にあっては、機構と市町村とが連携して、


積極的な新規参入者の誘致策を検討すべきである。 


また、貸付けを希望して応募したものの貸付けを受けられなかった者について、


行政不服審査法上の不服申立て（審査請求）ができることを明確にする必要があ


るほか、公平・中立な第三者の下で、地域の実情を踏まえつつ関係者間での話合


いにより紛争を解決する手続を整備すべきである。 


なお、上記のように公正な貸付けルールが整備されることを踏まえれば、農地


利用配分計画の作成、都道府県知事の認可等の過程において、農業委員会の法的


な関与は要しないこととすべきである。 


 当会議における議論においては、市町村の枠を超えて規模を拡大しようとした


ものの、進出しようとした地域の地元農業関係者に阻まれ、やむなく規模拡大を


断念せざるを得なかった農業者の事例も報告された。意欲的・先進的な農業者が、


従前の地域の枠を超えて、全国どこへでも進出・就農できる環境整備を図る観点


からは、こうした公正な貸付ルールの整備が大前提となることを認識すべきであ


る。 
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４．機構の組織について 


（１）運営委員会 


機構の業務に係る重要事項の議決機関として設置が検討されていた運営委員会


については、機構の意思決定過程の効率化・迅速化等の観点から、抜本的に見直


し、これに代えて、機構の業務の中立性を担保することを目的として、機構の職


務執行を監視・監督する機関を設置すべきである。 


 


（２）業務の委託 


現在の検討案では、機構は、多様な者にその業務を委託できるものとされてい


るが、受託者の業務の実施について機構が直接に責任を負う仕組みとし、再委託


を認めないこととすべきである。 


また、委託先の選定にあたっては、新規参入者等と利害が対立する者を委託先


として選定して機構の職務執行の中立性に疑念を持たれることのないよう、公正


な業務遂行を行える者が委託先として選定される基準を定めるとともに、選定の


手法としては入札の手法に配慮することが望まれる。 


なお、機構は、委託先に対して過重な事務負担を求めることのないよう全体の


業務が効率的に進む手当がなされるべきである。 


 


５．人・農地プランについて 


現在の検討案では、地域の話合いにより策定される人・農地プランを法律に位置付


ける方向で検討中とのことである。しかしながら、そもそも運動論に過ぎないことに


併せて、人・農地プランに記載される内容（中心経営体の氏名又は名称、農地利用の


集積及び集約化等）について市町村が負うこととなる責任、作成手続や話合いに参加


することの出来る者の範囲が不明確であること等に鑑みれば、人・農地プランの法制


化には慎重であるべきであり、現時点において法制化することは適当でない。 


なお、人・農地プランを引き続き運用していくこととする場合には、当該プランに


記載された機構への農地の出し手についての有益な情報は十分に活用されるべきで


あるが、当該プランを農地の貸付先を決定する農地利用配分計画の作成にそのまま用


いたり、農地利用配分計画の認可の際に当該プランの内容を基準としたりすることの


ないようにすべきである。 


また、人・農地プランの策定のための協議の日時・場所等を広く周知するなど、地


域外・農外関係者に対して協議への参加機会を確保するための措置を講じるべきであ


る。 


 


６．制度の充実に向けた環境整備について 


上記の考え方に基づき制度設計を行うことに併せて、一か所でログインをすれば全


国の農地台帳等を閲覧できるよう各農業委員会のシステムを国が一元化すること、成


功事例の横展開を行うことなど、新規参入の促進に資する環境の整備を精力的に図る


べきである。 
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７．今後の課題について 


今回の農地中間管理機構の創設は、国民の期待に応える農業改革の第一歩にすぎな


い。今後、下記に掲げる事項をはじめとする抜本的な改革に早急に取り組む必要があ


る。 


 


（１）農業委員会の在り方 


今回の新制度において、農業委員会の法的な関与は求めないこととする一方、


そもそも農地制度における農業委員会の果たすべき機能及び組織の在り方につい


て、早急に検討を開始すべきである。 


 


（２）農政における農協の役割の明確化 


農協がこれまで農業政策の一翼を担う存在として位置付けられてきた結果、行


政の責任の不明確化や農協と他の民間団体とのイコールフッティングの視点が見


落とされてきたとの指摘もある。農業振興、農業者及び消費者のために真に農協


が担う役割について検討を開始する必要がある。 


 


（３）農業に係る補助金の整理・合理化 


新制度については、法整備とともに農地の流動化を促す観点から、必要な国費


投入や補助金等、農地の出し手に対するインセンティヴが検討されている。 


しかし、効率的な経営や農地の利用を行わずとも農地を保有し続けられる農地


所有者が存在することは、農政における非効率な補助金交付も一つの原因である。


今後、更なる農地の流動化・適正利用を促進する観点から、農業に係る補助金の


在り方について抜本的見直しが行われるべきである。 


 


以上 





		【資料03①】農地中間管理機構（仮称）の創設に関する規制改革会議の意見（骨子）

		【資料03②】農地中間管理機構（仮称）の創設に関する規制改革会議の意見（本文）






地域活性化（国家戦略特区）担当大臣
新藤 義孝


国家戦略特区
検討状況


資料４







「国家戦略特区」に関する提案募集の締切


「国家戦略特区」提案募集説明会の開催


国家戦略特区ワーキンググループ （第一回）


「国家戦略特区ワーキンググループ」の検討経緯


８月１日までにワーキンググループを５回開催。
このほか、関係省庁及び有識者等からの集中ヒアリングを実施


日本再興戦略閣議決定


「国家戦略特区」に関する提案募集の開始


５月１０日


６月１４日


８月１２日


８月２３日


９月１１日


９月５日から、提案者からのヒアリングを順次実施


応募団体数（実数ベース）：242団体（地方公共団体：61団体、民間企業等：181団体）
※ 提案数は合計197件（複数の企業、地方公共団体による共同提案があるため、団体数は合わない。）


１







「国家戦略特区」を突破口として、大胆な規制改革等を実行


21


「国家戦略特区」を「第３の矢」の要として、民間投資の喚起により


日本経済を停滞から再生へ
目的


望まれる
成果


戦略


広く「現場」
から提案募集


特区で
先行実施


国際競争力の向上
 日本の強み、魅力を活かし潜在


力を最大発揮


資本・人材の呼込み
 アジアのビジネス拠点の形成
 起業・人材・アイデア交流の場に


世界に打って出る 世界を取り込む


総理主導の下、国を挙げて強力な実行体制を構築


世界で一番ビジネスのしやすい環境をつくる


変われる国日本へ 多様と自律の国日本
へイノベーションによる


生産性向上
地域等の多様性を活かした


ルール作り


3 4成果評価と
データ分析


分析を基に
新制度へ


国家戦略特区コンセプト


＜規制の評価サイクルを構築＞


２







○ 国家戦略特区は、国が主体的にコミットし、民間投資の喚起によ
り日本経済を停滞から再生へ導くことを目的とするもの。


○ このため、プロジェクトは、日本経済の成長に大きなインパクトを
与えるものを厳選。
具体的には、以下の観点を重視。
・ 岩盤規制を改革することにより、潜在的な成長力の発現が見


込まれること。
・ 熟度が高く、真に経済効果を発揮することが見込まれること。


○ 区域選定に先立ち、国家戦略特区において実施すべきプロジェク
トと、それを推進するために必要な規制改革項目を明確化。


○ なお、区域の選定に当たっては、その地域、分野等で先行して実


施する意義が認められること等を勘案し、規制改革の対象範囲を
特定して、プロジェクトを実施するのに最もふさわしいものを厳選。


検討の基本的な考え方


３







規制改革
分野


主な提案者


①医療 関西広域連合、福島県、東京都、神奈川県、富山県、静岡県、大阪府、兵庫県、奈良県、大分県、宮崎県、沖縄県、成田市、
川崎市、横浜市、大阪市、箕面市、神戸市、福岡市


㈱ＩＢＪ、葵会、大阪商工会議所、大阪大学工学研究科、大阪府立病院機構、沖縄科学技術大学院大学、鹿島建設㈱、関西
経済連合会、ゲートタワーＩＧＴクリニック、国際医療福祉大学、東急不動産㈱、東京建物㈱、日本財団、日本立地センター、福
岡地域戦略推進協議会、㈱フジテレビジョン、㈱ブルーブックス、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森トラスト㈱、森ビル㈱ など


②雇用 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、福岡県、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、養父市、北九州市、福岡市


京都産学公連携機構、京都産業育成コンソーシアム、京都大学、グリー㈱、㈱ＫＭＯ、国際銀行協会、国立新美術館、スタ
ディキャリアジャパン、サントリー美術館、福岡地域戦略推進協議会、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森美術館、森ビル㈱ など


③教育 大阪府、北海道安平町、大阪市


㈱アルベログランデ、㈱栄光、鹿島建設㈱、㈱久米設計、東急不動産㈱、ポイントグリーン推進環境会議、ルネサンスアカデ
ミー㈱ など


④都市再
生・まちづ
くり


東京都、大阪府、長崎県、横浜市、大阪市、福岡市


㈱アルベログランデ、鹿島建設㈱、㈱久米設計、東急不動産㈱、東京急行電鉄㈱、日本財団、日本マンガアニメトキワ荘
フォーラム、福岡地域戦略推進協議会、㈱フジテレビジョン、ベイライン㈱、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森ビル㈱ など


⑤農業・
食品


北海道、茨城県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、熊本県、宮古市、佐野市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、養父市、
鹿島市、㈱ジャパンブルーエナジー、㈲新鮮組、日本エコ・アグリテクノロジー、re terra など


⑥地方議
会


任意団体・万年野党（政策監視会議）


⑦歴史的
建築物


長崎県、横浜市、奈良市、福岡市
福岡地域戦略推進協議会、歴史的建築物活用ネットワーク など


⑧エネル
ギー


北海道、新潟県、岐阜県、京都府、大阪府、福岡県、石狩市、北海道下川町、宮古市、川崎市、新潟市、上越市、新潟県聖籠
町、京都市、大阪市、北九州市、日向市


㈲オメガ技術研究所、海洋エネルギー資源利用推進機構、九州大学応用力学研究所、京都産学公連携機構、京都産業育成
コンソーシアム、京都大学、㈱ジャパンブルーエナジー、新関西国際空港㈱、太陽経済の会、千代田化工建設㈱、
TakeEnergyCorporation㈱、日本エコ・アグリテクノロジー、バイオテック㈱、ポイントグリーン推進環境会議、マグネシウム循環
社会推進協議会、三井不動産㈱、三菱地所㈱、森トラスト㈱、森ビル㈱、㈱リアムウインド など


国家戦略特区に関する主な提案


４
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国家戦略特区ＷＧ 規制改革提案に関する現時点での検討状況 


２０１３年９月２０日 


国家戦略特区ＷＧ座長 八田達夫 


Ⅰ 都市型のビジネス・イノベーション拠点関連 


 


規制改革提案 関係各省の見解 ＷＧの見解 


１ 医療    （注）提案内容の詳細は別紙１ 


（１）国際医療拠点の創設と連携して、


医学部の新設 


＜厚労省・文科省＞ 


・需給調整の必要、地域医療への悪影響


の可能性もあり、原則として不可。 


・ただし、特区で一定の限定を付すなら、


検討可能。 


－ 


（なお、基礎医学の研究者などを含め、


医師不足が問題。３６年間もの長期


間、我が国で一切の医学部新設を禁ず


るなど、厳しい需給調整を行うことに


はそもそも疑問。） 


（２）国際医療拠点において、病床規制


の撤廃 


＜厚労省＞ 


・需給調整の必要あり、原則として不可。


・ただし、特区で一定の範囲に限るなら、


検討可能。 


－ 


（３）国際医療拠点において、外国医


師・看護師の業務解禁 


＜厚労省＞ 


・外国医師は、二国間協定の拡大、臨床


修練制度の拡充などにより対応。 


・外国看護師は、修練制度の活用を検討。


・国際医療拠点に限定した特例措置とし


て、もう一段踏み込んだ拡大策を検討


可能。 


・オリンピック開催に向け、具体的ニー


ズが一層顕在化すると見込まれる。 


資料５ 
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（４）国際医療拠点において、海外で認


められる医薬品等を対象に混合診療


の解禁 


＜厚労省＞ 


・保険制度の維持が脅かされるので、原


則として不可。 


・ただし、特区内における高度な医療機


関であれば、最先端医療迅速評価制度


と類似の制度により、迅速に保険併用


可能な仕組みについて検討可能。 


－ 


２ 雇用    （注）提案内容の詳細は別紙２ 


（総論） ＜厚労省＞ 


・そもそも、雇用は特区になじまない。


労働者の公平、企業の公正競争に関わ


るので、全国一律でなければならな


い。 


・こうした理由で「特区になじまない」


といったら、およそ特区は成立しな


い。 


・労働者の属性、企業の特性に応じて制


度に差異を設けることは、現行制度に


も例があり、否定されていない。 


（総論） ＜厚労省＞ 


・雇用ルールは、条約上、労使間で協議


することが求められており、労政審で


の審議を経ることが必須。 


・労使間協議を行う場が、労政審である


必要はなく、別の場を設けて迅速に協


議しても構わないはず。 


（総論） ＜厚労省＞ 


・雇用ルールに係る周知徹底など、特区


内で総合的な支援策を検討すること


は可能。 


・法令の周知徹底は当然実施すべきこと


であり、特区の措置には該当しない。 
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（１）特区内の一定の事業所（外国人比


率の高い事業所）を対象に、有期雇用


の特例（使用者が、無期転換を気にせ


ずに有期雇用できる制度に） 


＜厚労省＞ 


・労働者に対し無期転換権を放棄するよ


う、使用者が強要する可能性があるた


め、不可。 


・交渉力の比較的高い労働者の集まる事


業所を対象に、労使双方の同意を前提


とした上で、かつ、不当労働行為や契


約強要・不履行などに対する監視機能


強化を特区内で行うなら、検討可能。 


（２）特区内の一定の事業所（外国人比


率の高い事業所、または、開業５年以


内など）を対象に、契約書面により、


解雇ルールの明確化 


＜厚労省＞ 


・契約書面で解雇要件等を明確にするこ


とは奨励している。ただ、裁判になっ


たときは、その後の人事管理・労務管


理などを含め、総合判断せざるを無


い。（契約書面は、労使双方にとって


有効でない） 


・「総合判断」という限り、労使双方に


とって予測可能性が担保されない。 


・書面で明確にすることが、労使双方に


とってプラスのはず。 


・不当労働行為や契約強要・不履行など


に対する監視機能強化を特区内で行


うなら、検討可能。 


（３）特区内の一定の事業所（外国人比


率の高い事業所、または、開業５年以


内など）を対象に、労働時間ルールの


適用除外 


＜厚労省＞ 


・全国レベルで慎重に検討中。 


・不当労働行為や契約強要・不履行など


に対する監視機能強化を特区内で行


うなら、検討可能。 


３ 教育 


  公設民営学校の設置（公立学校を民


間委託して、国際バカロレア校に等）


＜文科省＞ 


・公立学校教育は公権力の行使等にあた


るため「当然の法理」（公務員が行わ


なければならない）との整理が必要。


 


 


 


・仮に公権力の行使であっても民間開放


可能であることは、２００６年公共サ


ービス改革法制定時に決着済み。 


・また、ＰＦＩ法やその他のインフラ関


係法の改正により、ほとんど全ての公


共施設については、民間への運営委託


が認められており、学校が認められな
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・大阪市の提案は十分具体的でない。詳


細（具体的受託先がどこか等）が明確


になってから、一緒に検討したい。 


・具体的受託先のほか、無数の検討課題


があり、現段階では、公設民営を認め


るかどうか、結論は出せない。 


・臨時国会への法案提出はおよそ不可


能。 


い唯一の施設。 


・大阪市などの提案は、相当程度具体的


（受託先までは明確にしていない


が）。 


・少なくとも入り口論で、公設民営を認


めるか否かは検討可能なはず。 


・仮に検討不能というなら、何が明確に


なれば検討できるのか、まず明らかに


すべき。 


４ 都市再生・まちづくり 


（１）容積率の抜本拡大、 


 


 


 


 


 


 


（２）エリアマネジメント改革（一元化、


民間開放） 


＜国交省＞ 


－ 


・緊急都市再生整備地域では４００％ま


で引き上げを。 


・国主導で都市計画決定を行う手続き


に。 


 


 


 


・道路使用に関わる道路管理、衛生、警


察関連などの許可のワンストップ化


を。 


・特定道路及び周辺に関する上記の許可


権限や抗告に関する権限を特区本部


が認めるエリアマネジメントNPOに民


間開放を。 
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（３）滞在型の外国人ビジネスマンによ


るサービスアパートメント・観光客の


受入れ拡大（オリンピック対応含め）


に伴う台所付の短期滞在施設への需


要増大を視野に、一般賃貸住宅を宿泊


施設として利用解禁 


＜厚労省＞ 


・３０日未満の利用である限り、フロン


トの設置など旅館業法上の施設基準


を満たす必要あり。 


・ただし、一定の緩和につき検討の余地。


・フロントに代えて、ビデオカメラや 


２４時間の連絡窓口などを設置する


なら、宿泊施設として利用解禁すべ


き。 


・オリンピック開催に向け、多くの外国


人が居住・滞在する中で、具体的ニー


ズが一層顕在化すると考えられる。 
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Ⅱ 改革志向地域関連 


 


規制改革提案 関係省庁の見解 ＷＧの見解 


５ 農業 


（１）農業委員会の機能を市町村との合


意により移管 


＜農水省＞ 


・市町村と農業委員会との間で互いの事


務の配分について合意があるなら否


定しない。 


－ 


（２）農業への中小企業保険制度の適用


（農業者が銀行・信用金庫から借りら


れるように） 


＜経産省＞ 


・一般の農家全般までは無理。適用対象


が拡大するなら、財政負担が課題。 


・農業をすべて対象外とする理由はない。 


・少なくとも、他業種からの参入企業や、


新規の農業生産法人ならば適用できる


ようにすべき。 


（３）農業生産法人要件の緩和（企業の


農地所有解禁など） 


 


＜農水省＞ 


・中間管理機構のスタートが優先。特に、


農業従事者を過半としている議決権


（出資）要件には手をつけられない。


・少なくとも、特区限定で緩和を検討す


べき。事業要件・役員要件なども検討


すべき。 


（４）農地利用規制の緩和（農地内に農


家レストランを作ることの解禁） 


＜農水省＞ 


・検討。 


－ 
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６ 地方議会 


  地方議会に係る被選挙権・選挙権年


齢を、地方独自に引き下げることの解


禁（地方議会に若者を呼び込むことを


起点に、地域の若返り・活性化へ） 


＜総務省＞ 


・選挙権については、国民投票法附則と


の関係、憲法９２条との関係、少年法


との関係、同日選時の混乱可能性な


ど、検討課題あり。 


・少なくとも被選挙権については、特段


の問題はないのでないか。 


・少なくとも若者不足の過疎地域等にお


いて、地域活性化につながるはず。 


 


７ 歴史的建築物の活用 


古民家等の歴史的建築物を有効活


用できるよう、建築基準法、消防法、


旅館業法の特例措置 


（特に滞在型の外国人観光客の受入


れ拡大（オリンピック対応含め）を視


野に、古民家等を宿泊施設として利用


解禁） 


＜国交省＞ 


・建築基準法の特例措置（適用除外）は、


現在でも自治体の判断あれば（条例を


策定した上で、自治体の建築審査会の


同意を得れば）可能。法改正を要しな


い。 


＜総務省＞ 


・安全性の確保を前提に、歴史的建築物


の特殊性を考慮した、これまでに認め


られた具体例の普及啓蒙や、各地域か


らの相談を積極的に受け入れたい。 


＜厚労省＞ 


・上記４（２）と同じ。 


・条例を作成しても、建築審査会に伝統


工法の専門家等がいないため、ほとん


ど対象となる物件を審査できない（年


に１件程度）。専門の審査会を別途設置


したいという自治体を、法的な特例措


置により国として支援すべき。 


・＜厚労省＞については、上記４（２）


と同じ。 


 







医療 


 


 国内外の優れた医師を集め、最高水準の医療を提供できる、世界トップクラ


スの国際医療拠点を作る。国内居住の外国人が安心して治療を受けられること


はもとより、世界の人たちがそこで治療を受けたいと思うような場所にする。 


 


＜特例措置＞ 


 


（１）特区内で、国際医療拠点として相当の外国人患者の受け入れを見込む医


療機関につき、高度の医療水準の確保を条件として、 


・病床規制の対象外とし、経営判断による病床新設・増床を認めること、 


・医療水準の高い国の外国医師の診察、外国看護師等の業務を認めること、 


・医療水準の高い国で承認されている医薬品等について、混合診療を認めるこ


と。 


 


（２）特区内で、上記（１）の国際医療拠点と連携した医学部の新設を認める


こと。 


 


 


別紙１ 







雇用 


 


 開業率と対内直接投資が低水準にとどまっていることは、我が国の経済再生


に向けて克服すべき重大課題。新たな起業や海外からの進出が拡大してこそ、


よりイノベイティブな産業の創出、切磋琢磨を通じた競争力強化が見込める。 


 このため、新規開業事業者や海外からの進出企業などが、より優れた人材を


確保できるよう、雇用制度上の特例措置を講ずるエリアを設ける。 


 


＜特例措置＞ 


 特区内において 


・開業後５年以内の企業の事業所に対して、（２）（３）の特例措置 


・外国人比率が一定比率以上（３０％以上）の事業所に対して、（１）～（３）


の特例措置 


 


（１）有期雇用 


・契約締結時に、労働者側から、５年を超えた際の無期転換の権利を放棄する


ことを認める。これにより、使用者側が、無期転換の可能性を気にせず、有


期雇用を行えるようにする。 


→ 「労働契約法第１８条にかかわらず無期転換放棄条項を有効とする」旨を規定


する。 


 


（２）解雇ルール 


・契約締結時に、解雇の要件・手続きを契約条項で明確化できるようにする。


仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定する。 


→ 労働契約法第１６条を明確化する特例規定として、「特区内で定めるガイドライ


ンに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる」ことを規定する。 


 


（３）労働時間 


・一定の要件（年収など）を満たす労働者が希望する場合、労働時間・休日・


深夜労働の規制を外して、労働条件を定めることを認める。 


→ 労働基準法第４１条による適用除外を追加する。 


 


＜これに伴う措置＞ 


上記の特例措置に伴い、不当労働行為、契約の押しつけや不履行などがなさ


れることのないよう、特区内の労働基準監督署を体制強化し、労働者保護を欠


くことのないよう万全を期す。 


別紙２ 
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厚生労働省の基本的考え方


○ 日本再興戦略に基づいて我が国の成長戦略の推進に取り
組むことは重要。


○ 厚生労働省としても、世界で一番ビジネスがしやすい環境を
作り上げるための国家戦略特区に前向きに対応。


○ 具体的な対応については、提案の内容に応じて、全国での
規制制度改革や支援措置で対応することも含め、積極的に検
討していく。
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（１） 医療水準の高い国の外国医師の診察、外国看護師等の業務を認めること


（２） 病床規制の対象外とし、経営判断による病床新設・増床を認めること


○外国人医師の受入れについては、日本再興戦略でも位置づけられているとおり、全国に適用される制度改革
として、高度な医療技術を有する外国医師が日本の医師にその技術を教えるといった目的のために、我が国
で医行為を行うことを認める法案を通常国会に提出


※ 外国看護師については、現行の臨床修練制度を通じて、上記の外国医師が活動する医療機関において提供される医療に関する知識
及び技能の修得を目的として、活動することが可能。


○国際医療拠点で高度な水準の医療を提供する病床については、現行の特例病床制度で、病床の新設
や増設が可能と考えるが、国際医療拠点である特区で高度な水準の医療を行うための病床自体を新
たに特例病床制度の対象に加えることも検討。


※病床過剰地域で、特段の制限なく、病床の新設・増設を認めることは、医療資源の全国的なバランス、医療費の増加等の観点から不適切。


国際医療拠点について
～国内外の優れた医師を集め、最高水準の医療を提供できる世界トップクラスの拠点、


国内居住の外国人が安心して医療を受けられるとともに、世界の人たちがそこで治療を受けたいと思う拠点～


■ 特区内で、国際医療拠点として相当の外国人患者の受け入れを見込む医療機関につき、高度の医療水準の
確保を条件として、


（３） 医療水準の高い国で承認されている医薬品等について、混合診療を認めること


○現在も、一定の安全性、有効性が確認された場合、保険外併用療養の対象としており、さらに、日本再興戦略を踏まえ、
臨床研究中核病院等において抗がん剤をはじめとする最先端医療を実施する場合、速やかに保険外併用療養として評
価を進めることとしている。


○今回の国家戦略特区で、臨床研究中核病院等と同水準の「世界トップクラスの国際医療拠点」において、国内未承認の医
薬品等の保険外併用の希望がある場合について、速やかに評価を開始できる体制作りをともに進めることを検討する。


■ 特区内で、上記（１）の国際医療拠点と連携した医学部の新設を認めること


○医学部の新設については、地域医療への影響、医療費への影響など様々な課題があり、所管省庁である文部科学省と
連携して検討することが必要。 2







海外からの進出企業等に対する雇用分野の支援策について


（１） 有期雇用の特例提案


（２） 解雇ルールの特例提案


（３） 労働時間の特例提案


【特区における支援策】
○海外からの進出企業が、人材の見極め等のために、有期雇用を活用しつつ、必要な人材がキャ
リアアップしつつ円滑に職場定着し、能力発揮できるようにすることが容易となるよう、特区におい
て、総合的な支援策を検討。
※労働契約法第18条の特例として、「無期転換権の事前放棄を有効とする」旨の規定を創設することは困難


【特区における支援策】


○海外からの進出企業や、起業後まもない企業が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、紛争を
生じることなく事業を展開することが容易となるよう、特区において、総合的な支援策を検討。
※労働契約法第16条の特例として、「特区内で定めるガイドラインに適合する労働契約条項に基づく解雇は有


効となる」旨を規定することは困難


【全国的に対応】
○「日本再興戦略」に基づき、多様な働き方を実現するため、企画業務型裁量労働制を始め労働時
間法制について、９月27日から労働政策審議会において、ワーク・ライフ・バランスや労働生産性
向上の観点から検討を開始。


■海外からの進出企業や起業後まもない企業で、労働者が意欲と能力を発揮し、成長にも資するよう、以下の対
応を行う。


■労働者保護や公正競争の確保のため全国的対応が必要なルール見直しについては、労使を交えた検討を進
める。また、特区における必要な支援策の具体化を急ぐ。
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病床数の算定に関する例外措置


① 救急医療のための病床や治験のための病床など、更なる整備が必要となる一定の病床については、


病床過剰地域であっても整備することができる特例を設定


② 一般住民に対する医療を行わない等の一定の病床は既存病床数に算定しない（病床数の補正）


病床の整備について、病床過剰地域（※）から非過剰地域へ誘導することを通じて、
病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保
※既存病床数が基準病床数（地域で必要とされる病床数）を超える地域


目的


○ 基準病床数を、全国統一の算定式により算定
※一般病床・療養病床は、二次医療圏ごとの性別・年齢階級別人口、病床利用率等から計算


精神病床は、都道府県の年齢階級別人口、１年以上継続して入院している割合、病床利用率等から計算


結核病床は、都道府県において結核の予防等を図るため必要な数を知事が定めている


感染症病床は、都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に知事が定めている


○ 都道府県知事は、既存病床数が基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、公的医療機
関等（地方公共団体・日赤等）の開設・増床を許可しないことができ、それ以外の医療機関の場
合は、勧告することができる


○ 都道府県知事は病床過剰地域において、公的医療機関等が、正当な理由がないのに、病床
に係る業務の全部又は一部を行っていないときは、病床数を削減する措置をとるよう命ずること
ができる


仕組み


基準病床数制度について
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○ 更なる整備が必要となる一定の病床については、病床過剰地域であっても、都道府県は、
厚生労働大臣の同意を得た数を基準病床数に加えて、病院開設・増床の許可を行うことが
できる。具体的には、以下の通り。


① がん又は循環器疾患の専門病床


② 小児疾患専門病床


③ 周産期疾患に係る病床


④ 発達障害児の早期リハビリテーション等に係る病床


⑤ 救急医療に係る病床


⑥ 薬物(ｱﾙｺｰﾙその他)中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患、合併症を伴う精神疾患に係る病床


⑦ 神経難病に係る病床


⑧ 緩和ケア病床


⑨ 開放型病床


⑩ 後天性免疫不全症候群に係る病床


⑪ 新興・再興感染症に係る病床


⑫ 治験に係る病床


⑬ 診療所の療養病床に係る病床


○ 急激な人口の増加が見込まれる、特定の疾患にり患する者が異常に多い等の場合につ
いては、都道府県は、厚生労働大臣の同意を得た数を基準病床数に加えることができる。


概要


基準病床数制度における特定の病床等に係る特例
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外国人臨床修練制度の概要


【趣旨】


医療分野における国際交流の進展と発展途上国の医療水準の向上に寄与することを目指し、医療研修を目的と
して来日した外国医師・外国看護師等に対し、その目的を十分に達成することができるよう、当該研修で医業
・看護業務等を行うことを特例的に認める制度。


【臨床修練の定義】


外国医師・外国看護師等が、厚生労働大臣の指定する病院において、臨床修練指導医等の実地の指導監督の下
に医業・看護業務等を行うこと。


【臨床修練の許可】


外国医師・外国看護師等は、厚生労働大臣の許可を受けて、２年以内（外国看護師等は１年以内）の期間、臨
床修練を行うことができる。


① 医療に関する知識・技能の習得を目的として本邦に入国していること。


② 臨床修練を行うのに支障のない日本語等の能力を有すること。


③ 外国医師・外国看護師等の資格を取得後、３年以上の業務経験を有すること。


医師法第１７条 医師でなければ、医業をしてはならない。
保助看法第３１条第１項 看護師でない者は、看護業務をしてはならない。


【原則】


外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第１７条等の特例等に関する法律


【特例】
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＜教授・臨床研究における診療の容認＞


○ 現行は、医療研修を目的として来日した外国の医師に限って診療を行うことが認められているが、
今後、医療分野における国際交流が進む中で、例えば、高度な医療技術を有する外国の医師が、その
技術を日本の医師に対して教授するために来日するケースや、海外のトップクラスの研究者が、日本
の研究者と共同して国際水準の臨床研究を実施するために来日するケースも想定される。


○ このため、教授・臨床研究を目的として来日する外国の医師について、当該外国の医師や受入病院
が一定の要件を満たす場合には、診療を行うことを容認することとする。具体的な要件については、
教授・臨床研究の安全かつ適切な実施を確保する観点から、以下のとおりとすることとする。


教授・臨床研究 臨床修練


外国における


臨床経験


・ 教授・臨床研究に関連する診療科・診療分野に
おける10年以上の診療経験があること


・ 教授・臨床研究の実施に必要な卓越した水準の


診療・研究能力を有するものと認められること


・３年以上の診療経験があること


受入病院の


基準


・ 大学病院、特定機能病院、国立高度専門医療


研究センター


・ 大学病院、臨床研修病院、その他の臨床研修病院


と同等の教育体制を有する病院


責任者の選任


・ 受入病院が実施責任者を選任
・ 実施責任者が計画書を作成。計画書に従って


適切に実施されるよう管理。


・ 受入病院が指導医を選任


・ 指導医が実地に指導監督


説明責任
・ 計画書の公表


・ 外国の医師の氏名、実績等の院内掲示
・ 外国の医師の氏名等の院内掲示


実施可能な


業務の範囲


・ 教授・臨床研究に関連する診療


（処方せんの交付を除く。）


・ 制限無し


（処方せんの交付を除く。）


実施可能な


場所


・ 受入病院


（緊密な連携体制を確保する病院を含む。）


・ 受入病院


（緊密な連携体制を確保する病院・診療所を含む。）


外国医師の臨床修練制度の見直しについて
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関
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行
の
先
進
医
療


新
た
な
専
門
的
な
評
価
体
制


（
抗
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剤
・
再
生
医
療
・
医
療
機
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等
）


先進医療として
保険併用開始


実
施
計
画
の
適
否


医
療
機
関


申
請


先
進
医
療
会
議


学会などの
要望を踏まえ、
あらかじめ
○対象技術を選定、
○実施医療機関群
を設定


患者が安全かつできるだけ早期に、最先端の医療を受けられるよう、最先端の医療（抗がん剤・
再生医療・医療機器等）に関して新たに専門的な評価体制を創設。


まずは抗がん剤について上記の専門評価体制を本年秋頃を目途に整備。
再生医療、医療機器等についても、専門評価体制を創設し、評価の迅速化、効率化を図っていく。


最先端医療迅速評価制度（抗がん剤・再生医療・医療機器等）（仮称）の創設（案）
～保険外併用の評価の迅速化、効率化～


おおむね6～7ヶ月


専
門
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体
制
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関
等
）
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画
の
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進
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療
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議


おおむね3ヶ月を目指す


先進医療として
保険併用開始
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２．雇用制度改革・人材力の強化
③ 多様な働き方の実現


個人が、それぞれのライフスタイルや希望に応じて、社会での活躍の場を見
出せるよう、柔軟で多様な働き方が可能となる制度見直し等を進める。


○ 労働時間法制の見直し
・ 企画業務型裁量労働制を始め、労働時間法制について、早急に実態把握調
査・分析を実施し、本年秋から労働政策審議会で検討を開始する。ワーク・
ライフ・バランスや労働生産性向上の観点から、総合的に議論し、１年を目
途に結論を得る。


○「多元的で安心できる働き方」の導入促進
・ 職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、成
功事例の収集、周知・啓発を行うとともに、有識者懇談会を今年度中に立
ち上げ、労働条件の明示等、雇用管理上の留意点について来年度中のでき
るだけ早期に取りまとめ、速やかに周知を図る。これらの取組により企業
での試行的な導入を促進する。


「日本再興戦略」 （平成２５年６月１４日閣議決定） における記載


日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）（抄）
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産業競争力会議課題別会合（第１回）  


議事次第 


 
 


日時：平成 25 年９月 20 日 


12:40～13:40 


場所：官邸４階大会議室   


 


 


１．開会 


２．農地中間管理機構（仮称）について 


３．国家戦略特区について 


４．閉会 


 


 


配布資料： 


資料１：林農林水産大臣提出資料 


資料２：農地中間管理機構（仮称）について 


資料３：農地中間管理機構（仮称）の創設に関する規制改革会議の意見 


資料４：新藤地域活性化担当大臣提出資料 


資料５：国家戦略特区ＷＧ 規制改革提案に関する現時点での検討状況 


資料６：竹中主査提出資料 


資料７：田村厚生労働大臣提出資料 


資料８：下村文部科学大臣提出資料 


 


 








文部科学省関連事項に関する考え方 


 


（学校の公設民営） 


 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け準備を


進める中、我が国のグローバル化に対応するために、新たな発想に


よる教育活動の実施により、国際競争力を身につけたグローバル人


材を育成していくことは極めて重要である。 


 


 しかしながら、運営主体や設置主体が決まっていないほか、カリキ


ュラムや所要経費、公教育としての公共性など整理すべき点が数多


く残っており、制度面、財政面でどのような方策が可能かについて


提案者のニーズを聴取しながら具体的な事例に則して対応を検討し


て参りたい。 


 


（医学部新設） 


 高齢化社会に対応した社会保障制度改革や全国的な影響等を勘案し


つつ、国家戦略特区の趣旨を踏まえ、関係省庁と連携の上、検討し


て参りたい。 


 


資料８ 








農地中間管理機構（仮称）の検討状況


平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ３ 日


９月３日農業分科会
農林水産省提出資料


資料１
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農地中間管理機構（仮称）の制度設計の考え方（検討の方向）


１ 農地中間管理機構の指定


（１）都道府県のコントロールの下に適切に構造改革・生産コスト引下げを


推進するため、都道府県段階に設置する方向で検討。


都道府県知事は、農地所有者と農業経営者の間に、農地の賃貸借


を通じて介在し、農地利用の再配分を行うこと等により、経営規模


の拡大、農地利用の集約化その他農地の利用の効率化及び高度化を


促進することを目的とする法人（第３セクター）を、都道府県に一


を限って指定する。


（２）具体的な実務は、機構から市町村への業務委託により、市町村を中心


に動かすことを基本とする方向で検討。（６参照）


２ 事業


農地の中間的受け皿としての機能を十全に発揮するため、次の事業を中


心とする方向で検討。


① 農地の借受け・貸付け（譲受け・譲渡し・交換・信託の引受も可能）


② 当該農地の管理（作業委託を含む）


③ 当該農地についての土地改良その他貸付条件の整備


３ 農地の借入れ


農地利用の集約化等を円滑に進めるとともに、農地中間管理機構に活用


できない農地が滞留することを防止することができるような借入れルール


を設ける方向で検討。


① 農地中間管理機構は、人・農地プランが作成されている地域内の農


地など農地利用の集約化等が見込まれる農地等を借り入れる。


② 農地中間管理機構は、農地利用の集約化等を図る上で必要があると


認めるときは、借入れに係る契約の申入れを行うことができる。


③ 農地中間管理機構は、農地として利用することが著しく困難な場合


等は、借入れを行わず、また、借入れ後一定の期間内に農地の貸付け


の見込みが立たない等農地としての利用を維持することが著しく困難


となった場合等には、賃貸借契約を解除して滞留を防止する。
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４ 農地の公正・適正な貸付け


（１）担い手の規模拡大・担い手ごとの農地利用の集約化には、貸付けが公


正・適正に行われることが重要であることから、適切な貸付けルールを


設ける方向で検討。


① 農地中間管理機構は、農地の貸付けに当たって、農地の利用の効


率化及び高度化に資するよう配慮しつつ、公正かつ適正に行わなけ


ればならないことを明示する。


② そのため、農地中間管理機構は、


ア 地方公共団体から認定農業者、人・農地プランの中心経営体等


についての情報提供を求め、


イ 農地の借入れを希望する農業者を公募し、


ウ 農地の借入れを希望する農業者に関する情報を整理・公表し、


これを踏まえて貸付け先を決定する。


（２）また、貸付けに関する手続を極力簡素・合理化する方向で検討。


① 農地中間管理機構は、貸付けを行う際、農地利用配分計画を定め


ることとし、この計画の公告により利用権が設定されることとする。


② この場合、個々の農地の権利移動について農地法の許可は要しな


いものとする。


５ 運営委員会


農地中間管理機構の公正・適正な運営を確保するため、農地中間管理機


構に運営委員会を置く方向で検討。


① 重要事項は、運営委員会の議決を経なければならない。


② 運営委員会は、認定農業者や人・農地プランの中心経営体（法人、


家族経営、企業等といった経営形態ごと）、中立の立場で公正な判断


をすることができる学識経験者等で構成する。


③ 運営委員会は、地域ごとに地域部会を設けることができる。
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６ 事業の委託


農地中間管理機構の実務を、関係者の総力をあげて、効率的・効果的に


実施するため、市町村等への委託を行えるようにする方向で検討。


① 農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けて、事業の一部


を他の者に委託できる。


② 委託を受けた市町村は、その一部を再委託できる。


７ 協力体制


農地中間管理機構の実務を円滑に実施するため、関係機関等による協力


体制を設ける方向で検討。
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８ その他関連事項


（１）人・農地プランの法律への位置付け


人・農地プランを法律に位置づける方向で検討。


① 市町村は、次に掲げる事項について農業者等の協議の場を設け、


協議の結果を整理し、公表する。


ア 将来において地域の農業における中心的な役割を果たすこと


が見込まれる農業者（中心経営体）


イ 中心経営体への農地の利用の集積及び集約化


ウ イに必要な農地中間管理機構の活用


エ 中心経営体と他の農業者との連携協力により実現しようとす


る地域の農業の将来の在り方


② 市町村は、協議に当たっては、中心経営体の候補者を含め、幅


広い農業者等の参加を得るよう努める。


③ 市町村は、定期的に又は随時に農業者等の協議の場を設け、見


直しを行う。


（２）遊休農地対策の強化


農地中間管理機構を活用して遊休農地の発生防止・解消を進められる


ルールとする方向で検討。


① 農業委員会は、遊休農地があるとき又は所有者の死亡等により


耕作の業務に従事する者が不在となったときは、農地の所有者等


に対し、農地の農業上の利用に関し、書面で意思の確認を行い、


農地中間管理機構への貸付けを促す仕組みを設ける。


② 都道府県知事の裁定による利用権設定までのプロセスを簡素化


する。


③ 遊休農地等の所有者又はその所在が分らない場合の公告制度の


改善を図る。


④ 農地中間管理機構は、借入れ後一定期間内に農地の貸付けの見


込みが立たない等農地としての利用を維持することが著しく困難


となった場合等には、賃貸借契約を解除して滞留を防止する。
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（３）農地台帳等の法定化


農地中間管理機構による担い手の規模拡大・担い手ごとの農地利用の


集約化等を円滑かつ効果的に進めるため、農地台帳等を法律に位置付け


る方向で検討。


① 農業委員会は、農地の所在、所有者、借受者、借受期間等を記


載した農地台帳及び地図を作成し、磁気ディスクをもって調製の


上、公表する。


② 都道府県、市町村及び農業委員会は、その保有する農地の所有


者に関する情報を内部で利用するとともに、他の地方公共団体等


に情報の提供を求めることができる。
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